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郵
政
民
営
化
見
直
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

郵
政
民
営
化
に
つ
い
て
、

�

二
〇
〇
五
年
の
日
・
Ｅ
Ｕ
規
制
改
革
対
話

�

二
〇
〇
五
年
の
日
米
規
制
改
革
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
報
告
書

の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
郵
政
民
営
化
に
お
け
る
民
間
と
の
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
確
保
に
関
す
る
外
国
側
の
主
張
と

そ
れ
ら
に
対
す
る
日
本
側
の
主
張
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

一
で
な
さ
れ
た
日
本
側
の
主
張
に
お
い
て
は
、
民
営
化
さ
れ
た
郵
貯
、
簡
保
に
銀
行
法
及
び
保
険
業
法
を
適
用
し
、
ア
ー

ム
ズ
・
レ
ン
グ
ス
・
ル
ー
ル
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
十
月
二
十
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

「
郵
政
改
革
の
基
本
方
針
」
に
お
け
る
「
銀
行
法
、
保
険
業
法
等
に
代
わ
る
新
た
な
規
制
」
の
導
入
が
、
ア
ー
ム
ズ
・
レ
ン

グ
ス
・
ル
ー
ル
の
排
除
を
意
味
す
る
場
合
、
諸
外
国
と
の
間
に
新
た
な
金
融
摩
擦
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
は
な
い
か
。

三

二
〇
〇
七
年
二
月
十
四
日
、
米
下
院
の
歳
入
委
員
会
の
公
聴
会
に
お
い
て
、
シ
ュ
ワ
ブ
米
通
商
代
表
部
（
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
）
代

表
は
、
日
本
の
郵
政
民
営
化
に
つ
い
て
民
間
と
の
公
平
な
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
保
て
な
い
と
判
断
す
れ
ば
、
世
界
貿

易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
へ
の
提
訴
も
辞
さ
な
い
と
発
言
し
た
。

一



郵
政
民
営
化
に
お
い
て
、
政
府
が
今
国
会
に
提
出
し
た
株
式
売
却
凍
結
法
案
は
、
政
府
の
関
与
が
強
く
な
り
、
従
来
よ
り

公
平
な
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
阻
害
す
る
の
で
は
な
い
か
。

も
し
阻
害
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
へ
の
提
訴
な
ど
新
た
な
金
融
摩
擦
に
な
る
お
そ
れ
は
な
い

か
。

四

金
融
摩
擦
に
な
れ
ば
、
相
互
措
置
の
観
点
か
ら
我
が
国
金
融
機
関
の
対
外
活
動
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


